




労災保険



　請求書を受理してから給付決定
までの期間はおおむね１か月です
が、場合によっては、１か月以上
を要することもあります。
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○遺族（補償）年金前払一時金を請

求される場合は、原則として、遺

族（補償）年金の請求と同時に、

請求書を労働基準監督署へ提出し

て下さい。

○遺族（補償）年金前払一時金の時

効は、被災労働者が亡くなった日

の翌日から 2 年です。ただし、被

災労働者が亡くなった日の翌日か

ら 2 年以内で、かつ年金の支給決

定の通知のあった日の翌日から 1

年以内であれば、遺族（補償）年

金を受けた後でも前払一時金を請

求することができます。

※遺族（補償）年金支給請求書に記入頂く個人番号
　を活用することで住民票の写しの提出を省略する
　ことができます。

　請求書を受理してか
ら給付決定までの期間
はおおむね４か月です
が、場合によっては、
４か月以上を要するこ
ともあります。
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。金額は変更となる場合がありますので、管轄の労働基準監督署にご確認ください。
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　請求書を受理してか
ら給付決定までの期間
はおおむね３か月です
が、場合によっては、
３か月以上を要するこ
ともあります。
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